
平
成
二
十
八
年
四
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

四

五

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
四
五
号

平
成
二
十
八
年
四
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
米
軍
嘉
手
納
基
地
周
辺
で
高
濃
度
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
）
が
検
出
さ
れ
た
問

題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
米
軍
嘉
手
納
基
地
周
辺
で
高
濃
度
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
）
が
検
出
さ
れ

た
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン－

一－

ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
化
学
物
質
の
審

査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
化
審
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
に
指
定
さ
れ
、
他
の
物
に
代
替
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
用
途
を
除
き
、
そ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
環
境
省
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
を
、
水
環
境

を
経
由
し
て
人
の
健
康
や
生
態
系
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
比
較
的
大
き
く
な
い
又
は
不
明
な
物
質
で
あ
る
が
水

環
境
中
で
の
検
出
状
況
や
複
合
影
響
の
観
点
か
ら
見
て
知
見
の
集
積
が
必
要
な
も
の
と
し
て
、
公
共
用
水
域
に
関
す
る
要
調

査
項
目
に
位
置
付
け
、
情
報
・
知
見
の
収
集
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
世
界
保
健
機
関
が
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
物
質
に
対
し
て
設
定
し
て
い
る
飲
料
水
水
質
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
値
が
設
定
さ
れ
て
い
る
物
質
で
は
な
く
、
毒
性
評
価
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号
）
に
お
い
て
も
、
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
が
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

一



い
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
事
項
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
を
、
毒
性
評
価
が
定
ま

ら
な
い
又
は
浄
水
中
の
存
在
量
が
不
明
な
物
質
で
あ
る
が
必
要
な
情
報
・
知
見
の
収
集
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
、
要
検
討
項
目
に
位
置
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
、
環
境
保
護
及
び
安
全
の
た
め
の
取
組
を
含
め
、
我
が

国
の
公
共
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を
払
っ
て
活
動
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
二
日
付
け
の
沖
縄
県
か
ら
沖
縄
防
衛
局
へ
の
照
会
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
米
側
に
対
し

早
期
の
回
答
を
求
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
回
答
が
あ
り
次
第
、
当
該
回
答
を
同
県
に
提
示
す
る
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
航
空
機
や
部
品
等
の
洗
浄
剤
や
作
動
油
へ
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
含
有
製
品
の
使
用
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
化
審
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
平
成
二

十
二
年
四
月
一
日
に
指
定
さ
れ
、
他
の
物
に
代
替
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
用
途
を
除
き
、
そ
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
航
空
機
や
部
品
等
の
洗
浄
剤
や
作
動
油
へ
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
の
使
用
は
、
当
該
代
替
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

二



用
途
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
業
界
の
標
準
的
な
慣
行
」
が
指
す
内
容
に
つ
い
て
は
、
米
側
に
照
会
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
嘉
手
納
飛
行
場
に
お
け
る
消
火
剤
の
流
出
事
案
に
係
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
米
側
に
照
会
中
で
あ
り
、
政

府
の
認
識
及
び
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
現
時
点
で
確
た
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
米
側
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
嘉
手
納
飛
行
場
に
お
け
る
泡
消
火
剤
や
燃
料
等
の
漏
出
事
案
に
関
す
る
文
書
は
保
存

期
間
が
五
年
で
あ
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
内
容
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
二
年
度
か

ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
に
お
け
る
年
度
ご
と
の
①
発
生
年
月
日
、
②
発
生
原
因
、
③
漏
出
し
た
品
目
、
④
漏
出
し
た
量
、

⑤
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
を
含
む
含
有
有
害
物
質
の
種
類
、
⑥
嘉
手
納
飛
行
場
外
へ
の
漏
出
の
有
無
、
⑦
回
収
措
置
等
の
内
容
、
⑧
地
元

自
治
体
へ
の
通
報
の
日
時
及
び
⑨
地
元
自
治
体
へ
の
通
報
の
内
容
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
政
府
と
し
て

三



は
、
引
き
続
き
、
米
側
に
対
し
て
、
同
種
事
案
の
再
発
防
止
の
徹
底
を
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
度

①
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日

②
燃
料
タ
ン
ク
の
バ
ル
ブ
が
外
れ
た
た
め

③
燃
料

④
約
七
百
八
十
ガ
ロ
ン

⑤

不
明

⑥
無

⑦
吸
着
及
び
酵
素
の
散
布

⑧
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
日

②
風
に
よ
り
飛
散

③
泡
消
火
剤

④
不
明

⑤
不
明

⑥
有

⑦
自
然
消
滅

⑧
平

成
二
十
三
年
一
月
二
十
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

平
成
二
十
三
年
度

①
平
成
二
十
三
年
六
月
三
日

②
燃
料
タ
ン
ク
の
バ
ル
ブ
の
閉
め
忘
れ

③
燃
料

④
約
五
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
不
明

⑧
平
成
二
十
三
年
六
月
七
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
三
年
八
月
十
六
日

②
燃
料
系
統
の
不
具
合

③
燃
料

④
約
三
十
か
ら
約
五
十
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
不
明

⑧
平
成
二
十
三
年
八
月
十
七
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

平
成
二
十
四
年
度

①
平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

②
燃
料
シ
ス
テ
ム
へ
の
圧
力
過
剰

③
燃
料

④
約
十
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦

四



吸
着

⑧
平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日

②
下
水
管
の
破
損

③
汚
水

④
不
明

⑤
不
明

⑥
無

⑦
消
毒
剤
の
散
布

⑧

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

平
成
二
十
五
年
度

①
平
成
二
十
五
年
四
月
三
日

②
不
明

③
燃
料

④
約
二
十
五
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
清
掃

⑧
平
成
二
十
五

年
四
月
四
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
五
日

②
不
明

③
燃
料

④
約
十
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
吸
着

⑧
平
成
二
十
五

年
四
月
二
十
五
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
五
年
六
月
三
日

②
下
水
管
の
破
損

③
汚
水

④
不
明

⑤
不
明

⑥
無

⑦
別
の
汚
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

く
み
上
げ

⑧
平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

②
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
地
下
道
の
天
井
部
に
衝
突

③
油
圧
オ
イ
ル

④
約
五
か
ら
約

二
十
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
不
明

⑧
平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

平
成
二
十
六
年
度

五



①
平
成
二
十
六
年
四
月
十
九
日

②
風
に
よ
り
飛
散

③
泡
消
火
剤

④
不
明

⑤
不
明

⑥
有

⑦
自
然
消
滅

⑧
平

成
二
十
六
年
四
月
二
十
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

①
平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

②
給
油
車
の
不
具
合

③
燃
料

④
約
二
十
五
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
吸
着

⑧

平
成
二
十
六
年
十
月
七
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

平
成
二
十
七
年
度

①
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

②
燃
料
放
出
弁
の
不
具
合

③
燃
料

④
約
二
百
ガ
ロ
ン

⑤
不
明

⑥
無

⑦
吸
着

⑧
平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

⑨
事
実
関
係
を
通
報

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
沖
縄
防
衛
局
の
対
応
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
、
在
京
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
使
館

に
対
し
て
早
期
の
回
答
を
求
め
た
が
、
本
件
に
関
す
る
米
側
と
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
相

手
国
と
の
関
係
も
あ
り
、
差
し
控
え
た
い
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
理
由
」
は
、日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及

六



び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
を
補
足
す
る
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
に
関
連

す
る
環
境
の
管
理
の
分
野
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
平
成
二
十
七
年
外
務
省

告
示
第
三
百
五
十
一
号
）
の
交
渉
の
経
緯
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
、

差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
御
指
摘
の
「
日
本
側
と
し
て
環
境
汚
染
を
疑
う
場
合
」
に
は
、
米
側
か
ら
の
通
報
が
な
い
場
合
に

お
い
て
も
、
昭
和
四
十
八
年
の
環
境
に
関
す
る
協
力
に
つ
い
て
の
日
米
合
同
委
員
会
合
意
に
従
っ
て
米
側
に
調
査
要
請
や
立

入
申
請
等
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
個
別
具
体
の
事
案
に
即
し
て
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

九
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
一
日
付
け
の
沖
縄
県
か
ら
沖
縄
防
衛
局
へ
の
要
請
書
の
英
訳
に
つ
い
て
は
、
同
局
企
画
部
地
方

調
整
課
の
担
当
職
員
一
名
が
作
成
し
、
同
部
内
で
し
か
る
べ
く
チ
ェ
ッ
ク
を
経
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
英
訳
の
一
部
に
必
ず

し
も
適
切
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
今
後
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

他
方
、
同
月
二
十
二
日
、
同
局
は
嘉
手
納
飛
行
場
の
米
側
担
当
者
と
面
会
し
た
際
、
同
県
か
ら
の
要
請
書
及
び
当
該
英
訳

を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
関
し
十
分
説
明
も
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
要
請
書
の
趣
旨
は
米
側
に
正
確
に

伝
達
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
、
当
該
英
訳
に
つ
い
て
は
、
同
年
四
月
十
三
日
に
同
県
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
こ

七



と
か
ら
、
同
日
、
同
県
に
対
し
て
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
年
二
月
二
十
二
日
付
け
の
同
局
か
ら
米
側
へ
の
要
請
書
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
の
立
場
を
表
明
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
当
該
要
請
書
に
つ
い
て
も
同
年
四
月
十
三
日
に
同
県
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
日
、
同
県
に
対
し

て
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八


